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倉持　一
１．はじめに
　営利追求を目的として人為的に設立された企業の有する社会的責任とはなに
か。そして、それはどのように果たされるべきなのか。この疑問に答えるべく、
CSR研究は過去50年以上に渡って繰り返されてきた。当初は責任の起源を問
うていたCSRの議論は、1980年代以降になると企業経営との整合性の追求へ
と焦点が移行し、そして2000年を過ぎるとステークホルダーとの対話や協働
を通じた戦略性の向上を志向することが当然視されるようになった。その流れ
は今も継続しており、特に最近では、国連SDGs（持続可能な開発目標）の発
効などを受け、世界各国で、CSRと本業とを統合する戦略的CSRを経営の基
本方針とする企業が増加している。
　こうしたCSRの時代的変遷を背景に、本稿は、CSRの議論の変化を公共性
の観点から分析し、戦略的CSRが創り出す新たな公共性を考察することを目
的とする。これまでにも公共性を巡る議論は様々な切り口で行われてきた。ま
た、CSRが企業のみならず様々なステークホルダーとの関係性を重要視する
こともあり、CSR研究はこれまで経営学に限らず学際的に進められてきた。
しかし、意外なほどにCSRと公共性との関係性を取り扱う研究は少ない。社
会的責任の概念は生来的に公共性と極めて密接であるし、また、近年、公共性
研究にもサステナビリティの考え方が積極的に導入されている（宮本 2000）
にもかかわらず、である。CSRの最新の概念である戦略的CSRは公共性を創
り出すのか。もしそうだとするならば、従来の公共性と何が同じで何が異なる
のか。これが本稿のリサーチクエッションとなる。
　本稿は、その解明のフレームワークとして、ユルゲン・ハーバーマス（Jürgen 
Habermas）1）の「公共性の構造転換」と、2000年代に我が国で活性化した「新

1）  Habermasの日本語表記については、文献によって「ハーバーマス」と「ハバーマス」という2つが
存在するが、本稿では「ハーバーマス」に統一して用いる。
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しい公共」2）の2つの公共性概念を活用する。なお、本稿では、議論を整理す
るため、両論で若干使い方の異なる用語を統一し、社会を構成するアクターを

「国家」「市民社会」「企業」の3つと定義し、論を進める。

２.　ハーバーマス公共性理論
　Habermas（1990）によると、市民的公共性の原初的な形態は、17世紀後半か
ら18世紀において西洋に存在したサロン、コーヒーハウス、クラブといった
小規模商業施設での議論に見られるという。こういったコーヒーハウスなどで
は、芸術や文学に対する自由な批評とそれらに対する議論が行われていた。そ
こには、権威を持つ専門家による解釈や通説には迎合せず、自律的で自由なコ
ミュニケーションを通じて芸術や文学作品を批評し議論することを通じ、自己
のアイデンティティを確立しようとする市民が集っていた。
　彼は、この極めてローカルだが秀逸な言論空間に市民的公共性の原初的な姿
である文芸的公共性を見出した。ただし、文芸的公共性を構成するのは、財力、
知識、教養などが備わった市民に限定される。よって、この公共性は一部のブ
ルジョワジーらによって作り出されたものであるが、広く議論を歓迎するとい
う意味では、平等性や公開性が担保されていた。
　その後、文芸的公共性は、その制度的基盤を母胎とし、政治的公共性へと変
化していく。それまで行われてきた議論の対象も、文化的な話題からより政治
的なものへと変化し、国家や経済に対して影響を与えようとした。彼は、この
変化を捉え、公共性は権力と市民社会との政治的折衝の媒介空間としての機能
を果たすようになったと見る。その機能を真に果たすためには、コーヒーハウ
スをはじめとする施設において、点在的に数多く育まれていた公共性の範囲を
それまで以上に拡張し、更には、ある程度統一した見解としてまとめるものが
必要となってくる。この必要性を背景に、新聞や雑誌等に代表される活字媒体
のマスメディアが普及し、様々なジャーナリズムが誕生してきた。そして18
世紀の後半になると、自由で平等な議論の場としてのコーヒーハウスも次第に
その役目を終えたことから、公共性の担い手は徐々にマスメディアへと移って

2）  日本政府が政策課題としていた「新しい公共」と、新たな形態・特性の公共性という意味での「新
しい公共性」とは異なる概念であることに注意。
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いった。
　以上の背景から、以後、国家が有する公権力への対抗のための公共性は、主
にマスメディア上において展開されることになった。しかし、そのマスメディ
アは、資本主義社会の急速な発展とともに資本化が進み、商業広告を広範な消
費者に流す役割を果たすことが多くなった。マスメディアの商業主義への変化
である。それだけでなく、マスメディアは常に権力者によって情報操作の手段
として監視や統制を受けた。こうしてマスメディアの政治的機能は決定的に失
われた。その結果、彼の表現するところの「システム」の中に組み込まれてい
ったマスメディアは、次第に公開性や国家や経済といった公権力への批判的機
能を喪失した。やがて19世紀も半ば頃になると、市民社会は政治的な力をす
っかり失い、衆愚化の道を辿っていった。市民社会は「公衆」としての機能を
失い、マスメディアの流す情報をそのまま消費するのみの「大衆」へと変質し
ていったのである。
　この様に、街角のコーヒーハウスやサロンといった身近な場所で文芸的公共
性として産声を上げ、政治的公共性へと転化することで発展してきた市民的公
共性は、近代化と資本主義の浸透と共に崩壊し、国家や経済の権威が展開され
る場へとその姿を変えていった。この社会構造変化を、Habermas（1990）は特
に「公共性の構造転換」と呼び、公共性を論ずる上で極めて重要な現象だと指
摘している。
　では、公共性の構造転換の結果、市民社会はどの様な変化を強いられたので
あろうか。彼は、人間の言語行為に着目し、「システム」と「生活世界」とい
う二層構造の枠組みでも社会構造を把握しようと試みる。簡単に言えば、「コ
ミュニケーション行為が有効か否か」という点だけが強調され、それが有効な
のが生活世界であり、有効ではないのがシステムとなる。システムでは法によ
る権力関係や貨幣による経済的支配関係が社会関係の中心となる。したがって、
企業活動の場である経済は、システムであり、貨幣による目的合理的成果を志
向する。企業の営利追求の原理がここで明らかとなる。
　彼は、この国家・経済システムの市民社会への越境を「生活世界の植民地
化」と概念化し、20世紀的な現代社会の特徴として提示している。すなわち、
主に近代化を原因とした公共性の構造転換が生じたことによって、我々の暮ら
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す市民社会は経済という名のシステムに侵されてしまい、貨幣を権威媒体とす
る経済的成果主義の空間へと大きく変質してしまったのである。それと同時に、
企業は国家と並ぶ権力機関の性格を帯び、市民社会の支配者となった。
　以上のとおり、彼の主張に基づけば、近代は経済的成果主義の社会であり、
企業は貨幣を媒体として市民社会を支配する存在へと配置される。従来、市民
社会の手中にあった公共性はすでに失われ、市民社会は、国家や企業の下僕と
化している（図表1参照）。つまり、生活世界の植民地化のイメージは、国家
と企業の下に市民社会が位置づけられる「上下関係」である。

文芸的公共性 政治的公共性 生活世界の植民地化

時代 17～18世紀 18～19世紀 20世紀

国家 権力機関 権力機関 権力機関

市民社会 公共性の中心 受容する存在 支配される存在

企業 公共性を育む場の提供 国家の手先 権力機関

【図表1：ハーバーマス公共性理論】3）

３．「新しい公共」
　山崎（1998）によれば、日本ではこれまでに公共性に関する大きな変化が二
回生じている。一度目が高度経済成長期の1960年代後半に生じたもので、そ
れまで国家が独占していた公共性がゆらぎ、その絶対性が崩れた時期である。
そして、二度目の変化が、2010年6月に当時の鳩山政権が『「新しい公共」宣
言』を発表し、人々の支え合いと活気のある社会の実現に向けたさまざまな当
事者の自発的な協力が強調された時期である。この二回の公共性の変化を経て、
日本の公共性は生活世界の植民地化とは異なる状態に移行したと考えられる。
ここでは、後者の新しい公共の登場の背景を確認したい。
　まず、岡本（1997）は、公共性の議論を狭めることに反対し、社会的共同の
複数のメカニズムの構成要素として、市民社会や企業の活動にも積極的に公共

3）  筆者作成。
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性を認めるべきだと主張している。彼は、企業の営利追求活動にも社会全般へ
の便益の提供という公共性があるし、市民社会内部のボランティアやコミュニ
ティのつながりにも「共生（Symbiosis）」という公共性の発露を見ることがで
きると説明する。高橋（1973）によれば、共生とは、異なる主体がお互いを貪
りあうのではなく、思いやりを持って共存するという、調和的、平和的、利他
的な関係性である。共生に基づく公共性が主張されたことの意義は大きい。
　そして、我が国の公共性に大きな影響を与えたのが、1995年1月17日に発
生した阪神淡路大震災である。都市直下型の大地震の発生は、市民社会だけで
なく、行政の機能をも奪い去り、地震直後の被災地における人々の生活を支え
たのは、被災者たちが自発的に集った共同体、NGO・NPO、全国から集まっ
たボランティアたちであった。共生を基盤とする新たな公共性が、市民社会の
中ではっきりと顕在化したのである。
　これ以後、我が国政府の発表する政策文書は、以下に例示するとおり、度々、
市民社会を起点とする公共性に言及するようになる。

◯『2004年（平成16年）版国民生活白書』
「特定の問題に関心を持ち目的を共有する人々が自発的に活動し、対等な形で
横のつながりを築くことにより、新しい形の『公共』が創り出される」
◯『分権型社会における自治体経営の刷新戦略　2005年4月15日』

「人が生き生きとして地域社会に関わり、また、自治体運営を持続可能にして
いくためには、もはや公共を行政のみによって担うという考え方から脱しなけ
ればなりません。地域の様々な主体が自治体と協働して公共を担う『新しい公
共空間』の形成こそが、これからの自治体運営の基本理念となる」
◯『国土形成計画　2008年（平成20年）』

「多様な主体が協働し、従来の公の領域に加え、公共的価値を含む私の領域や、
公と私との中間的な領域にその活動を拡げ、地域住民の生活を支え、地域活力
を維持する機能を果たしていくという、いわば『新たな公』と呼ぶべき考え方
で地域づくりに取り組んでいく」

　この他、新しい公共の議論が必要とされた理由としては、市民社会の成熟化
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が挙げられよう。例えば、坪（2010）は、1980年代後半から「市民活動」と
いう言葉が使われはじめ、1990年代にはNPOという言葉が一般化し広範な市
民活動が活発化したことを根拠に、同時期に市民社会の成熟化が進んだことを
指摘している。
　阪神淡路大震災における国家の限界認識や市民社会の成熟化は、以後の我が
国の法制定にも影響を与えたと考えられる。1998年3月に特定非営利活動促進
法（通称：NPO法）が全会一致で可決成立し、同法によって、市民が行う自
由な社会貢献活動の健全な発展が公共性の確立に寄与することが明文化された
ことは、その一例であろう。山岡（2011）は、同法の制定によって、それまで
の、政府に役立つことが公益であり公共性を担うことを意味するとする我が国
の公共性概念が、まったく異なるものへと転換されたと指摘する。
　こうした背景をもとに、2010年6月『「新しい公共」宣言』が発表された。
同宣言は、「人は支え合ってしか生きられない」として共生の必要性を述べた
後、「新しい公共の主役は、一人ひとりの国民である」と明言する（内閣府 
2010）。そして、企業に対しては、「その持続可能性を高めるためにも、社会貢
献活動やメセナ活動を通じた社会との関係の重要さを認識していただきたい」
と要請する。
　山崎（1998）が指摘するとおり、同宣言は、生活世界の植民地化状態にあっ
た日本の公共性の大転換となったが、2011年3月に発生した東日本大震災によ
り、新しい公共の流れは確定した。同大震災以後、日本では、公共性は国家の
手中ではなく、市民社会の内側にあることが、もはや当然視されるようになっ
た（五十嵐 2012）。
　政治的な情勢も影響してか、現在では、新しい公共が政策としてそのまま取
り上げられることは稀となった。しかし、市民社会中心の公共性という発想は、
現在も政策の中心であり続けている。2016年に国連SDGsの具体的実践のため
に政府に設けられたSDGs推進本部が公表した実施指針（SDGs推進本部 
2016）に、社会課題解決の主人公は国家というよりも市民社会や企業である旨
が明記されていることは、その一例である。
　以上のとおり、阪神淡路大震災や東日本大震災を経験した我が国では、官民
連携が考え方としてだけではなく実際の行動として具体化している。本稿では、
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この公共性の大きな変化を、ハーバーマスの主張した公共性の構造転換後の動
きとして強調するため、「公共性の再構造転換」と呼びたい。公共性の構造転
換は、市民社会が有していた公共性が近代化とともに失われ、国家の手に移っ
た様子を表している。しかし我が国では、21世紀に入り、公共性は再び構造
転換を遂げ、市民社会の中に成立するようになった。その象徴の一つが新しい
公共の登場であり、公共性の再構造転換である。
　とはいえ、公共性の再構造転換が生じても、国家の存在意義が完全に失われ
たわけではない。国家は依然として予算や法的権限などを有し、公共性の基盤
を提供する立場にある。そして企業は、市民社会と同等の存在、すなわち公共
性を担う一員となった。この様に新しい公共は、共生をキーワードに市民社会
と国家・企業が三角形のつながりを形成するイメージである。これらを取りま
とめたものが次の図表2である。

従来の我が国の公共性 新しい公共
（公共性の再構造転換）

時代 20世紀 21世紀

国家 公共性の唯一の供給者 公共性の基盤の提供者

市民社会 公共性の受益者 公共性の供給者

企業 公共性の受益者 公共性の供給者の一員

【図表2：新しい公共】4）

４．CSRの史的展開
　CSRの議論の歴史は、1920年代に出版されたSheldon（1923）にまで遡るこ
とができる。しかし、同書の議論の焦点は組織体としての企業ではなく、経営
者という社会における特別な地位を有する個人の社会貢献意識にあてられてい
た。そして、経営者の社会的責任の根源はノブレス・オブリージュにあるとさ
れ、責任よりも嗜みに近い理解がなされていた。

4）  筆者作成。
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　その後1930年代に入ると、経営者個人ではなく、規模を拡大し社会への影
響力を増した組織体としての企業に注目が徐々に集まるようになった。例えば
Barnard（1938）は、企業を良好に維持するためにも、コミュニケーションの
仕組みを整え、協働関係を構築することが経営者の役割であり、企業と社会と
の調和を常に意識することが経営者の社会的責任だと主張した。バーナードの
登場により、経営者の社会的責任の源が経営者という身分にあるのではなく、
組織内外の協働関係を維持し企業の持続可能性を高める経営者の本来的機能に
あることが示唆された。この背景の一つとしては、Berle & Means（1932）が、
企業の所有と経営の分離と、専門的経営者による企業支配の出現を主張したこ
とが挙げられよう。
　その後、第一次世界大戦と第二次世界大戦が生じたことで、1940年代にお
ける企業の貢献対象は主に国家へと向かうことになった。国家の指示に従い戦
争に必要な物やサービスを優先的に生産し、自国の勝利に貢献することが
CSRであると考えられた。その間、Merrill（1948）が先程のBarnard（1938）
の議論を引き継ぐ形でリーダーシップ論の観点からCSRを論じたものの、他
の年代に比べればそれほど活発な議論はなされなかった。
　この当時、日本におけるCSRの議論の中心は、経営者の社会的責任にあった。
例えば山城（1949）は、企業家たるものの備えるべき資質の筆頭として、社会
的責任を自覚する能力を挙げた。そのほか、筆者の調べでは、1940年代から
1950年代にかけて、日本国内でCSRが主要テーマの学術論文や書籍が合計8
件発表されたが、その内の実に6件が、企業の社会的責任ではなく経営者の社
会的責任、その中でも特に経営者たるものの心構えなどを論じたものであった。
すなわち、日本では、1940年代になってもCSRの議論の中心はノブレス・オ
ブリージュにあった。
　しかし、1950年代に入ると、CSR議論の主軸は経営者の社会的責任から現
在と同様の企業の社会的責任へ明確に移行した。その嚆矢となったのが、利益
追求のために人為的に創設された企業とそれを生み出した側である社会との相
互関係に着目したBowen（1953）である。彼は、企業が社会利益のためとい
いつつも経済利益を追求することは当然であると喝破し、当時まだ根強かった
ノブレス・オブリージュのような理想論的なCSRの議論を戒めた。
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　それでは、なぜ実体をもたない企業が経営者に代わって責任を負うのか。
Davis（1967）が、その疑問に答えている。彼が示した答えは、企業の存在性
は当該企業が有する現実的な影響力（権力）から直接的に生じるものであり、
社会に対する責任に応じなければ影響力（権力）を有する根拠を失うという

「権力＝責任」均衡論である。こうしてCSRの議論は、経営者の社会的責任か
ら企業の社会的責任へと完全に移行したが、今度はCSRが取り扱う責任の程
度や範囲などが新たな問題として浮上することとなった。
　1980年代に入ると、企業がCSRを実行することは半ば当然のこととして認
識されるようになった。それと同時に、CSRも企業活動である以上、何かし
らのコストになりうることが危惧され始めた。これが、責任の程度や範囲の問
題として浮上した。そこで、CSRの議論の中心は、社会的責任の遂行とビジネ
スとの両立へと移っていった。例えばFrederick（1967）は、これまでのCSR
をビジネスと切り離された哲学的存在だと批判した。企業が営利追求を目的と
した組織である以上、CSRもビジネスの一環として取組むべきだとの主張が、
ここで初めて登場した。
　その後、Freeman & Gilbert（1988）は、経営戦略と不可分の存在である経
営目的そのものを倫理的な立場から検討することを提案した。彼らはビジネス
とCSRとの両立を訴えたが、この時点では企業が負う社会的責任の範疇は不
明確なままであった。
　この状況に対し、Carroll（1991）は、企業が求められる社会的責任の範疇が、

「経済的責任→法的責任→倫理的責任→社会貢献的責任」と、時代とともに移
り変わったと指摘し、その変化をPyramid of CSRとして図式化した。これに
より、企業が負担する様々な責任は個別独立したものではなく、一つの責任の
発展モデルとして集約されることになった。ちなみに、London（1999）は、こ
のビジネスとCSRの両立の考え方が登場した背景の一つに、日本の共生の考
え方を挙げている。彼は、企業を牽引する経営者は当然ながら経済利益獲得を
希求するが、それと同時に企業家精神から湧き上がる市民社会との共存共栄の
心も有しており、これが共生と一致すると述べている。
　その後、CSRとビジネスとの両立から統合へという方向性に一つの大きな回
答を示したのが、Porter & Kramer（2006）の戦略的CSRの考え方である。
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やはり、日々市場における競争にさらされている企業にとって、社会貢献性だ
けを強調するCSRを展開してもメリットは薄い。一方、市場には企業活動の
倫理性を購買決定要因の一つとする消費者が増えてきている。こうした背景を
もとに、彼らは、自社の競争優位性確保のために中長期的な視野を持って経営
戦略の中にCSRを取り込む戦略的CSRに着手せよと主張する。商品開発、マ
ーケティング、プロモーションなどといったビジネスの中心領域における
CSRとの高度な統合を強調する戦略的CSRは、学術界で概ね好意的に受け止
められた。例えば、Husted & Allen（2007）は、戦略的CSRを伝統的CSRと
伝統的経営戦略が発展したことによる当然の帰結として捉え、戦略的CSRが
いわばCSRの最終型であるとの評価を下している。
　こうしたビジネスとCSRとの統合の流れは、日本の企業経営にも波及して
いる。例えば、我が国を代表する経営者団体である経済同友会の報告書は、

「企業は、CSRを経営の一部としてみなすのではなく、『経営』そのものと自
覚すべき」であり「CSRの企業経営への積極的な導入こそが、社会と企業の
双方に持続可能性をもたらす最善の方策」だと指摘する（経済同友会 2012）。
　以上のとおり、かつてCSRは、企業の社会的責任というよりは経営者の社
会的責任として捉えられ、その理由付けとしてノブレス・オブリージュが挙げ
られていた。つまり、経営者という特別な立場に応じた嗜みのひとつでしかな
かった。しかし、企業の規模や影響力の増大に比例し、企業が果たすべき社会
的責任も大きくなったことで、企業が組織として真摯にCSRに向き合う必要
が出てきた。とはいえ、企業はあくまで営利追求を目的とする組織であるがゆ
えに、ビジネスを積極的に展開することとCSRに取組むことは矛盾ではない
かという疑念が根強かった。その矛盾を解消すべく登場したのが、ビジネスと
CSRとの統合を目指す戦略的CSRであった。
　現在では、企業は戦略的CSRを積極的に取り入れ、ビジネスとCSRを統合す
ることで、従来の経済的利益獲得だけでなく、社会的な利益を積極的に追求す
るようになった。特に最近では、企業とNGO・NPOや行政機関などとの協働
によるCSRの取組みが目立つようになった。国家、市民社会、企業がその枠
を超えて協働を図ることで、自社単独では取組むことが難しい戦略的CSRの
事業が実行に移され、大きな成果を上げるケースが増えている（Utgård 2018）。
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戦略的CSRにおいては、国家も市民社会も企業のCSR遂行上の有力なパート
ナーである。以上のCSRの史的展開を取りまとめたものが図表3である。

伝統的なCSR 戦略的CSR

時代 20世紀 21世紀

国家 企業に責任負担を要求する 企業のパートナー

市民社会 企業に責任負担を要求する 企業のパートナー

企業 純粋な社会貢献 社会課題解決による利益追求

【図表3：CSRにおける役割変化】5）

５．考察
　ここまで、ハーバーマス公共性理論、新しい公共、CSRの史的展開と検証
してきた。過去数百年間の公共性議論の変化を、複数の視座から取り扱ったこ
とになる。その結果、ハーバーマス公共性議論は、権力機関である国家・企業
とそれに隷属する市民社会という対立型の公共性を、新しい公共は国家が提供
する枠組みの中での企業と市民社会が創り出す協働型の公共性を、そして戦略
的CSRは企業活動を通じた価値創造型の公共性を、それぞれ描き出している
ことが明らかとなった。戦略的CSRの公共性の検討に入りたい。

（1）戦略的CSRは公共性を創り出すのか否か
　まずは、戦略的CSRは公共性を創り出すのかを考察してみよう。公共性成
立の一つの条件として、橋爪（2000）は互酬関係の成立を挙げている。人と人、
集団と集団などは、根拠もなしに一方が一方に対して絶対的に優位となること
はない。一方的な収奪ではなく互酬による相互関係が、公共性の土台となる。
税は互酬関係に該当しないのではないかとの疑問もあるだろう。確かに、税は
国家が自己の権力を活用して市民社会の財産の一部を取り上げるが、公共事業
を通じて市民社会に還元している。その意味で、税も互酬関係であり、ゆえに

5）  筆者作成。
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公共性を有しているといえる。
　それでは、戦略的CSRは互酬関係なのか否か。倉持（2014）は、CSRに関
する数多くの先行研究を渉猟し、改めて法律、動機、企業観などといった視点
から分析を行うことで、特に戦略的CSRにおける企業と市民社会・国家との
互恵・互酬関係を明らかにしている。それによれば、CSRを断片的に捉えて
しまうとCSRは企業にとって片務契約となるが、中長期的な戦略的視点に立
つと、上述したいずれの視点からも互酬関係が成立する。そして、CSRの戦
略性の極大化を図る戦略的CSRにおいて互酬関係は顕著となるため、企業経
営者や社員は、戦略的CSRの促進と社会貢献性の拡大のためにも互酬関係を
再確認すべきだと結論づけている。したがって、互酬性を論拠とする両者の主
張を組み合わせれば、戦略的CSRは基本的には公共性を創り出す存在である
といえよう。
　ただし、戦略的CSRの公共性に対しては警戒感が示されていることにも注
意が必要である。例えば小坂（2005）は、企業活動に対して政府の失敗と市場
の失敗を修補する機能としての公共性を認めつつも、手放しで歓迎すべきでは
ないとしている。それには、国家が独占していた公共性が21世紀になって解
放されたタイミングで、私企業がこの公共性の独占を図ろうとするのではない
かという疑念、警戒感が根底にある。確かに、Bakan（2004）でも、CSRの社
会貢献性が導く公共性を錦の御旗にして企業が、市民社会のテリトリーに越境
してくることに対する強い警鐘が鳴らされている。とはいえ、一定の警戒心は
持たれつつもという条件付きではあるが、これら先行研究でも、戦略的CSR
が公共性を創り出すという点に関しては概ね合意が得られており、先程の互酬
性に基づく公共性の成立を否定するものではない。

（2）ハーバーマス公共性理論や新しい公共との比較
　ここまでの本稿の議論が示したように、ハーバーマス公共性理論・新しい公
共・戦略的CSRという3つの概念が描く公共性は、まさに三者三様である。数
百年間の時間の経過によって、様々な公共性が登場していることが分かる。で
は、戦略的CSRと他の2つの公共性とでは、何が同じで何が異なるのか。
　まず、戦略的CSRは企業中心の公共性であるが、国家との対立を軸として
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いないという点において新しい公共と軌を一にする。戦略的CSRも新しい公
共も、20世紀に主流であったと考えられる国家独占の公共性とは異なり、企
業や市民社会が起点となり育まれる公共性を意味する。
　異なる点は複数ある。公共性の中心は、ハーバーマス公共性理論では「国
家」、新しい公共では「市民社会」、戦略的CSRでは「企業」となる。また、
公共性を築く関係性という視点で見れば、ハーバーマス公共性理論では「支
配」、新しい公共では「共生」、戦略的CSRでは「協働」がキーワードとなる。
そして、この2つの違い以上に戦略的CSRの創り出す公共性が異なるのは、企
業の利益獲得という動機によって非生来的、非自然発生的に生じるという点で
ある。
　ハーバーマス公共性理論では、公共性は原則として国家と市民社会との間に
生来的に成立する。確かに公共性の中身は変容したが、文芸的公共性の成立以
降、その基本的な配置図は変わらない。そして、新しい公共は、自然災害等を
契機として露呈した国家の限界と、その補完機能として浮上した自然発生的な
市民社会起源の公共性をベースとしている。一方で、戦略的CSRの公共性は、
企業が利益追求の一形態として自主的に行動した際に初めて成立するという特
徴を持つ。この特徴は非常に重要な論点である。
　戦略的CSRは経営戦略論の派生として登場したという経緯もあり、社会課
題解決の意義の大きさなどよりも企業の経営戦略上のメリットを有力な論拠と
する。つまり、戦略的CSRが企業と市民社会や国家とのwin-win関係を外形的
には目指しつつも、その内実、企業の動機はあくまで経営戦略の最終目的であ
る利益獲得にある。この点は今までの研究では触れられていない。例えば、山
脇・金（2006）も戦略的CSRの公共性について簡単に触れているが、彼らは
戦略的CSRを所与のものとして取り扱っている。しかし実際には、戦略的
CSRはあくまでも経営戦略上の目的達成のために社会課題の解決を選択肢の
一つとするに過ぎず、よって、公共性の成立も非生来的・非自然発生的となる。
その意味では、戦略的CSRの創り出す公共性には、一定の限界ないし条件が
ある。以上の点を取りまとめたものが図表4である。
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生活世界の植民地化
（公共性の構造転換）

新しい公共
（公共性の再構造転換） 戦略的CSR

時代 20世紀 21世紀 21世紀

公共性の中心 国家 市民社会 企業

キーワード 対立 共生 協働

公共性の契機 生来的 自然発生的 非生来的・非自然発生的

【図表4：これまでの考察のまとめ】6）

６．おわりに
　現在多くの企業は、自らに課せられた社会的責任の大きさを自覚し、少しで
も社会に貢献しようと努力している。そうした環境において、戦略的CSR、
寄付やボランティアとは異なり本業との統合を目指すもので、企業にとって受
け入れやすい考え方である。世界中の企業が、今なお残る貧困、衛生、教育、
環境などといった社会課題の解決に向かって、様々な組織との協働を軸に活動
することは極めて意義深い。それだけではなく、国連SDGsにも表れているよ
うに、国家や市民社会が企業に対して寄せる期待も増大している。確かに現代
の企業の有するパワーは強大であり、巨大グローバル企業一社の経済規模は小
国のGDPをはるかに凌ぐ。このパワーを社会課題の解決に向けて活用するこ
とへの期待が膨らむことは当然である。したがって、今後も戦略的CSRに寄
せられる期待は衰えることはないだろう。それは戦略的CSRの創り出す公共
性への期待ともいえる。
　しかし、戦略的CSRが公共性を創り出すこと自体は認めるとしても、そこ
には一定の限界ないし条件が付されていることを、我々は強く認識しなければ
ならない。あくまでも企業は経済的利益を追求するために人為的に設けられた
組織であって、戦略的CSRもその企業の本質からは逃れ得ない。となれば、
戦略的CSRの公共性を享受するべく、我々は今後も企業に対して積極的な戦
略的CSRの遂行を求め続ける必要がある。本稿の導き出したこの結論は、戦
略的CSRに対する期待であると同時に、楽観視への警鐘でもある。

6）  筆者作成。
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